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なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)について

は、令和３年３月 31 日において現に、当該加算の届出を行っている事業

所であって、報酬告示の別表単位数表の訪問型サービス費のヌの注に係

る届出を行っていないものにあっては、令和４年３月 31 日までの間は、

なお、従前の例により、当該加算の算定が可能である。 

（削る） ⑻ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

なお、訪問型サービス事業所における介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所におい

て特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。 

（削る） ⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

⑾ 支給限度額の取扱いについて

① 注９から注 11 まで及び介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理

の対象外の算定項目とする。

② 注８により算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあた

っては、減算する前の所定単位数を用いることにする。

⑽ 支給限度額の取扱いについて

① 注４から注６まで、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇

改善加算は支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

② 注３により算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあた

っては、減算する前の所定単位数を用いることにする。

⑿ （略） ⑾ （略）

３ 通所型サービス費 

⑴ 通所型サービスの意義について

指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器

機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されているところであ

り、指定相当通所型サービスは、基準告示第 47 条に定めるとおり、その

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものであることを踏まえ、サービスの実施に当たって

は以下の点に留意すること。 

① 入浴介助は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴ができる

３ 通所型サービス費 

（新設） 

介護保険法施行規則第140条の63の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
（令和３年３月19日老認発0319第３号）

抜粋

01211004
ハイライト表示
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ようになることを目的として行うこと。この際、利用者の状態や、当該

利用者が日頃利用する浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境

を確認し、これを踏まえて、利用者が日頃利用する浴室に近い環境で

行うことが望ましい。 

② 運動器機能向上サービス（利用者の運動器の機能向上を目的として

個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持また

は向上に資すると認められるものをいう。）は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導

員を配置した事業所で６月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事し

た経験を有する者に限る。）を１名以上配置し、国内外の文献等におい

て介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこ

と。 

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

訪問介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の⑽を参照された

い。 

（新設） 

⑶ 業務継続計画未策定減算について

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の⑶を参照された

い。 

（新設） 

⑷ 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は同一

建物から通う利用者に対し指定相当通所型サービスを行う場合について

① 同一建物の定義

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の(22)①を参照され

たい。 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して

一月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、

例外的に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録等につ

いては、通所介護と同様であるので老企第 36 号第２の７の(22)②を参照

されたい。

⑴ 通所型サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から

通う利用者に対し通所型サービスを行う場合について

① 同一建物の定義

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒇①を参照され

たい。 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者そ

の他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して

一月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、

例外的に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録等につ

いては、通所介護と同様であるので老企第 36 号第２の７の⒇②を参照

されたい。

⑸ 送迎を行わない場合の減算について

利用者が自ら指定相当通所型サービス事業所に通う場合、利用者の家

族等が指定相当通所型サービス事業所への送迎を行う場合など、当該指

（新設） 

※老企36号第２の２の(10)【抜粋】
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生し
た場合ではなく、指定居宅サービス基準第37条の２（指定居宅サービス等基準第
39 条の３において準用する場合を含む。） に規定する措置を講じていない場合
に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢
者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐
待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研
修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置
いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、
事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告す
ることとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、
利用者全員について所定単位数から減算することとする。

※老企36号第２の２の(３)【抜粋】
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第105条 又は第
105条の３において準用する第 3 0 条の２第１項に規定する基準を満たさない事
実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日であ
る場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事
業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和７年３月31 日までの間、感染症の予防及びまん延
の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、
当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成するこ
と。

01211004
ハイライト表示
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定相当通所型サービス事業所の従業者が利用者の居宅と指定相当通所型

サービス事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算

の対象となる。ただし、注９の減算の対象となっている場合には、当該減

算において送迎コストにかかる評価を既に行っていることから、本減算

の対象とはならない。 

なお、送迎は、外部委託を行うことが可能であり、この場合、送迎を行

わない場合の減算の適用はなく、委託費の額は送迎を行わない場合の減

算の額を踏まえて、指定相当通所型サービス事業者と委託先との間の契

約に基づき決定するものであること。 

この他、総合事業の実施主体としての市町村が、地域全体で高齢者の

移動手段を確保するという視点に立ち、指定相当通所型サービス事業所

の利用者の送迎を、地域の交通事業者等（社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、

農業協同組合、労働者協同組合、法人格を有する地域運営組織等を含む。）

による通所型サービス・活動Ａとして委託することや、地域住民の互助

活動による訪問型サービス・活動Ｂ及びＤ並びに一般介護予防事業とし

て補助することにより、指定相当通所型サービス事業者以外の者に担わ

せることも想定されるが、この場合は、指定相当通所型サービス事業者

が送迎を実施していないため、当然に本減算が適用される。なお、市町村

が、送迎を指定相当通所型サービス事業者以外の者に担わせる場合は、

安全管理体制の確保に努めるとともに、事故発生時の対応等について適

切に定めておくこと。 

⑹ （略） ⑵ （略）

（削る） ⑶ 運動器機能向上加算の取扱いについて

① 通所型サービスにおいて運動器機能向上サービスを提供する目的

は、当該サービスを通じて要支援者等ができる限り要介護状態等にな

らず自立した日常生活を営むことができるよう支援することであるこ

とに留意しつつ行うこと。 

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師につ

いては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師

又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）

（以下「理学療法士等」という。）を１名以上配置して行うものである

こと。 

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げる

01211004
ハイライト表示

01211004
ハイライト表示

01211004
ハイライト表示
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とおり、実施すること。 

ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サー

ビスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービ

スの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の

機能の状況を、利用開始時に把握すること。 

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するため

のおおむね３月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）

及び長期目標を達成するためのおおむね一月程度で達成可能な目標

（以下「短期目標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目

標については、地域包括支援センター等において作成された当該利

用者に係るケアプラン等と整合が図れたものとすること。 

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、看

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、当該

利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、１回当た

りの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成す

ること。その際、実施期間については、運動の種類によって異なる

ものの、おおむね３月間程度とすること。また、作成した運動器機

能向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、

リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象

となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。な

お、通所型サービスにおいては、運動器機能向上計画に相当する内

容を通所型サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって

運動器機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。 

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サー

ビスを提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスに

ついては、国内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が

確認されている等の適切なものとすること。また、運動器機能向上

計画に実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度の変

更の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

オ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用者の当

該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタ

リングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正

を行うこと。 

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、

長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメ
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ントを実施し、その結果を当該利用者に係る地域包括支援センター

等に報告すること。地域包括支援センター等による当該報告も踏ま

えた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの

継続が必要であるとの判断がなされる場合については、前記アから

カまでの流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。 

キ 旧基準省令第 107 条において準用する第 19 条において規定する

サービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に

従い、理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が、利

用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に

運動器機能向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的

に記録する必要はないものとすること。 

⑺ 若年性認知症利用者受入加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒃を参照された

い。 

⑷ 若年性認知症利用者受入加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒁を参照された

い。 

⑻ 栄養アセスメント加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒄を参照された

い。 

⑸ 栄養アセスメント加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒂を参照された

い。 

⑼ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護における栄養改善加算と基本的に同様であるので、老企第 36

号第２の７の⒅を参照されたい。ただし、指定相当通所型サービスにお

いて栄養改善サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援

者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することであることに留意すること。 

なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケ

ア計画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状

態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者等に係る地

域包括支援センター等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決

され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービ

スを終了するものとする。 

⑹ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護における栄養改善加算と基本的に同様であるので、老企第 36

号第２の７の⒃を参照されたい。ただし、通所型サービスにおいて栄養

改善サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者等がで

きる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することであることに留意すること。 

なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケ

ア計画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状

態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者等に係る地

域包括支援センター等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決

され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービ

スを終了するものとする。 

⑽ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護における口腔機能向上加算と基本的に同様であるので、老企

第 36 号第２の７の⒇を参照されたい。ただし、指定相当通所型サービス

において口腔機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを通じ

て要支援者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することであることに留意すること。 

⑺ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護における口腔機能向上加算と基本的に同様であるので、老企

第 36 号第２の７の⒅を参照されたい。ただし、通所型サービスにおいて

口腔機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援

者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することであることに留意すること。 
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なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機

能改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施

した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係

る地域包括支援センター等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課

題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当

該サービスを終了するものとする。 

なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機

能改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施

した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係

る地域包括支援センター等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課

題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当

該サービスを終了するものとする。 

⑾ 一体的サービス提供加算の取扱いについて

当該加算は、運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及

び口腔機能向上サービスを一体的に実施することにより、要支援者等の

心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供

することを目的とするものである。なお、算定に当たっては以下に留意

すること。 

① ⑻及び⑼に掲げる各選択的サービスの取扱いに従い適切に実施して

いること。

（削る） 

② 運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能

向上サービスを一体的に実施するに当たって、各選択的サービスを担

当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供

方法等について検討すること。 

⑻ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実

施することにより、要支援者等の心身機能の改善効果を高め、介護予防

に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。な

お、算定に当たっては以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、⑶、⑹、⑺に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。

② いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。

③ 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、

各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効

果的なサービスの提供方法等について検討すること。

（削る） ⑼ 事業所評価加算の取扱いについて

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準の取扱いについて

は、介護予防通所リハビリテーションと同様であるので、「指定介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について」（平成 18 年３月 17 日老計発第 0317001 号・老振発第

0317001 号・老老発第 0317001号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健

課長連名通知）第２の６の⑾を参照されたい。 

⑿ サービス提供体制強化加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の(26)を参照された

い。 

⑽ サービス提供体制強化加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の(24)を参照された

い。 

⒀ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒆を参照された

い。 

⑾ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒄を参照された

い。 

⒁ 科学的介護推進体制加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の(21)を参照された

い。 

⑿ 科学的介護推進体制加算の取扱い

通所介護と同様であるので、老企第 36 号第２の７の⒆を参照された

い。 

01211004
ハイライト表示

01211004
ハイライト表示
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⒂ 介護職員等処遇改善加算の取扱い

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処

遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支

援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。 

なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)について

は、令和３年３月 31 日において現に、当該加算の届出を行っている事業

所であって、報酬告示の別表単位数表の通所型サービス費のカの注に係

る届出を行っていないものにあっては、令和４年３月 31 日までの間は、

なお、従前の例により、当該加算の算定が可能である。 

（削る） ⒁ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

（削る） ⒂ 介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

⒃ 支給限度額の取扱いについて

注６、注９、サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算

は、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。 

⒃ 支給限度額の取扱いについて

注２、注５、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介

護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目とす

る。 

⒄ （略） ⒄ （略）

４ 介護予防ケアマネジメント 

⑴ （略）

４ 介護予防ケアマネジメント 

⑴ （略）

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

介護予防支援と同様であるため、、「指定介護予防サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（以

下「指定介護予防サービス留意事項通知」という。）第２の 11 の⑴を参

照されたい。 

（新設）

⑶ 業務継続計画未策定減算について

介護予防支援と同様であるため、指定介護予防サービス留意事項通知

第２の 11 の⑵を参照されたい。 

（新設） 




